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筆
者
は
先
般
、
財
団
法
人
懐
徳
堂
記
念
会
所
蔵
の
資
料
に
つ
い

て
、
井
上
了
氏
の
「
懐
徳
堂
文
庫
等
所
蔵
新
収
資
料
・
器
物
等
目

録
」
に
基
づ
い
て
調
査
を
行
っ
た
和
1)°

そ
の
結
果
、
「
経
過
報
告

第
一
」
な
る
文
書
が
、
懐
徳
堂
記
念
会
（
以
下
、
記
念
会
）
設
立

の
際
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
、
大
阪
人
文
会
（
以
下
、
人
文

会
）
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
人
文
会

は
記
念
会
の
濫
崩
と
さ
れ
る
団
体
だ
が
、
そ
の
活
動
や
両
者
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
従
来
不
明
な
点
が
多
い
。

そ
こ
で
小
論
で
は
、
こ
の
「
経
過
報
告
第
一
」
を
中
心
に
人
文

会
の
実
態
に
関
す
る
検
討
を
行
い
、
更
に
人
文
会
と
記
念
会
と
の

関
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

は
じ
め
に

中
国
研
究
集
刊
金
号
（
総
四
十
六
号
）
平
成
二
十
年
六
月
一
九
ー
三
三
頁

大
阪
人
文
会
と
懐
徳
堂
記
念
会

ー
懐
徳
堂
記
念
会
蔵
「
経
過
報
告
第
一
」

縦
二
四

•
O
c
m、
横
一
六
•
六

C
m。
半
葉
十
行
の
罫
線

本
章
で
は
、
「
経
過
報
告
第

の
翻
刻
と
を
示
す
。

「
懐
徳
堂
文
庫
等
所
蔵
新
収
資
料
・
器
物
等
目
録
」
に
お
い
て
、

こ
の
「
経
過
報
告
第
一
」
は
、
「

(13)
重
建
懐
徳
堂
関
係
資
料
（
庶

務
•
財
務
関
係
）
」
の
中
の
「
明
治
4
4
年
懐
徳
堂
記
念
祭
関
係
書
類

（
明
治
4
3
年

S
大
正
元
年
、
一
式
）
」
に
分
類
さ
れ
、
「
2
0
2
,
0
0
1
,
 

0
0
6

…
経
過
報
告
第
一

(
l
綴
）
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的

な
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

を
中
心
に
ー

」
の
書
誌
情
報
と

「
経
過
報
告
第
＿
」
の
書
誌
情
報
と
翻
刻

そ
の
全
文

竹

田

健
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「
経
過
報
告
第
一
」
全
文
の
翻
刻
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
注
2
V
o

（
藍
色
）
の
入
っ
た
罫
紙
（
版
心
等
に
印
刷
さ
れ
た
文
字

無
し
）
を
使
用
。
二
つ
折
り
し
た
も
の
を
金
属
製
の
ク
リ

ッ
プ
で
仮
綴
じ
。

全
三
葉
。
本
文
第
一
葉
一
行
目
に
「
経
過
報
告
第
一
」
。

ま
た
第
三
葉
一
行
目
に
「
會
金
牧
支
精
算
報
告
第
一
」

印
記
無
し
。

漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
書
か
れ
た
稿
本
。
一
行
二
十

五
字
前
後
。

本
文
は
墨
筆
。
筆
者
は
不
明
。
本
文
に
対
し
て
後
に
書

き
加
え
ら
れ
た
、
修
正
と
見
ら
れ
る
墨
筆
の
書
き
込
み
が

複
数
箇
所
存
在
す
る
。
こ
の
修
正
を
加
え
た
人
物
と
筆
者

と
が
同
一
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
。

綬
過
報
告
第
一

本
會
創
立
以
来
今
日
二
至
ル
マ
デ
ノ
紐
過
ノ
概
要
左
ノ
如
シ

明
治
四
十
二
年
八
月
十
九
日
肢
起
人
會
ヲ
開
キ
會
則
案
ヲ
議
シ

入
會
者
勧
誘
法
二
及
ブ

同
月
廿
日
入
會
者
勧
誘
状
ヲ
骰
シ
應
否
ヲ
求
ム

九
月
四
日
相
談
會
ヲ
開
キ
會
則
及
ヒ
研
究
ノ
方
法
ヲ
議
ス
時
ニ

會
員
二
十
九
名
ト
ス

十
一
月
十
四
日
第
一
次
例
會
ヲ
開
キ
所
定
ノ
講
演
ヲ
行
フ
講
演

題
講
演
者
等
ハ
別
二
印
刷
配
布
セ
ル
ニ
付
以
下
共
二
客
之

入
會
ヲ
希
望
サ
ル
ヽ
方
多
キ
ヲ
以
テ
會
則
第
二
条
會
員
数
三

十
名
ヲ
四
十
名
二
改
ム

神
義
鐵
君
外
二
名
入
會
セ
ラ
ル
會
員
通
計
三
十
二
名
ト
ス

明
治
四
十
三
年
一
月
二
十
九
日
第
二
次
例
會
ヲ
開
ク

明
年
ヲ
期
シ
懐
徳
堂
記
念
祭
學
行
ノ
議
ヲ
決
ス

三
宮
元
勝
君
外
一
名
入
會
セ
ラ
ル
會
員
累
計
三
十
四
名
ト
ス

三
月
廿
二
日
第
三
次
例
會
ヲ
開
ク

懐
徳
堂
記
念
祭
挙
行
ノ
準
備
ヲ
議
ス

中
尾
謙
吉
君
入
會
セ
ラ
ル
會
員
累
計
三
十
五
名
ト
ス

五
月
廿
九
日
第
四
次
例
會
ヲ
開
ク

入
會
希
望
者
多
キ
ヲ
以
テ
會
則
第
二
条
會
員
数
四
十
名
ヲ
六

十
名
二
改
ム

懐
徳
堂
記
念
會
則
案
ヲ
議
ス

船
越
三
郎
兵
衛
君
外
一
名
入
會
セ
ラ
ル
會
員
累
計
三
十
七
名

ト
ス

七
月
三
十
日
第
五
次
例
會
ヲ
開
ク

懐
徳
堂
記
念
祭
ハ
明
年
十
月
五
日
ヲ
以
テ
挙
行
ス
ル
コ
ト
ト

シ
同
會
ミ
則
案
ヲ
再
議
ス

同
會
ハ
人
文
會
ヲ
以
テ
主
唱
者
ト
シ
更
二
有
カ
ナ
ル
検
起
人

ヲ
推
薦
ス
ル
ノ
要
ヲ
認
メ
骰
起
人
推
薦
委
員
ヲ
置
ク

(20) 



八
月
六
日
懐
徳
堂
記
念
會
検
起
人
推
薦
委
員
会
ヲ
開
ク

九
月
十
五
日
懐
徳
堂
記
念
祭
椴
豫
算
案
編
成
会
ヲ
開
ク

九
月
十
七
日
懐
徳
堂
記
念
祭
椴
豫
算
案
査
定
会
ヲ
開
ク

同
月
廿
七
日
懐
徳
堂
記
念
会
肢
起
人
会
ヲ
開
ク

同
月
廿
九
日
第
六
次
例
会
ヲ
開
ク

懐
徳
堂
記
念
會
ノ
成
立
ヲ
報
告
ス

本
会
常
務
員
満
期
二
付
改
選
重
任

宮
武
外
骨
君
外
八
名
入
會
セ
ラ
ル
会
員
累
計
四
十
六
名
ト
ス

同
月
三
十
日
懐
徳
堂
記
念
会
二
関
ス
ル
協
議
会
ヲ
開
ク

十
月
五
日
大
坂
二
於
ケ
ル
日
刊
五
新
聞
ヲ
以
テ
懐
徳
堂
記
念
会

ヲ
湖
江
二
告
白
シ
此
二
本
会
ノ
手
ヲ
禽
ル
ヽ
コ
ト
ト
ナ
レ
リ

右
明
治
四
十
三
年
十
一
月
廿
九
日
於
第
七
次
例
会

會
金
牧
支
精
算
報
告
第
一

本
會
創
立
以
来
明
治
四
十
三
年
九
月
廿
九
日
二
至
ル
マ
テ
ニ
於
ケ

ル
會
金
ノ
牧
支
左
ノ
如
シ

一

金

四

拾

二

円

牧

入

総

高

内
繹

金
四
拾
円
五
拾
銭
全
額
二
拾
七
名
分
會
費

金

翌

円

五

拾

銭

半

額

二

名

分

會

費

一
金
参
拾
四
円
六
拾
九
銭
支
出
総
高

内
繹

金
咸
円
戴
拾
七
銭
五
厘

金
咸
拾
円

金
参
円
咸
拾
翌
銭

金
九
円
戴
拾
銭
五
厘

一
金
八
円
参
拾
翌
銭

右
之
通
二
候
也

明
治
四
十
三
年
十
一
月
廿
九
日
於
第
七
次
例
會

創
立
費

速
記
料
四
回
分

鮒
宇
二
於
ケ
ル
晩
餐
会
補
助

郵
税
其
他
諸
雑
費

有
金
総
高

「
経
過
報
告
第
ご
と
人
文
会

本
章
で
は
、
「
懐
徳
堂
文
庫
等
所
蔵
新
収
資
料
・
器
物
等
目
録
」

に
お
い
て
「
経
過
報
告
第
一
」
と
さ
れ
て
い
る
文
書
が
如
何
な
る

資
料
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

前
章
の
書
誌
情
報
・
翻
刻
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
経
過
報
告

第
一
」
と
さ
れ
て
い
る
資
料
は
、
実
は
第
一
葉
表
か
ら
第
二
葉
裏

ま
で
の
「
綬
過
報
告
第
一
」
と
、
第
三
葉
表
裏
の
「
會
金
牧
支
精

算
報
告
第
一
」
と
の
、
二
つ
の
文
書
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

以
下
で
は
前
者
を
「
経
過
報
告
」
、
後
者
を
「
収
支
報
告
」
と
呼
ん

で
区
別
す
る
こ
と
に
す
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
経
過
報
告
」
は
、
明
治
四
十
二
(
-
九
〇

九
）
年
八
月
十
九
日
の
創
立
か
ら
翌
明
治
四
十
三
年
十
月
五
日
に

至
る
ま
で
の
人
文
会
の
活
動
を
ま
と
め
た
報
告
書
で
あ
る
。
そ
し

(21) 



て
、
「
収
支
報
告
」
は
、
人
文
会
の
創
立
か
ら
明
治
四
十
三
年
九
月

二
十
九
日
ま
で
の
会
計
を
ま
と
め
た
報
告
書
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
両
者
が
人
文
会
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
こ
と
を
直

接
示
す
語
句
は
、
両
資
料
中
に
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
「
経
過
報

告
」
の
冒
頭
に
は
、
「
本
會
創
立
以
来
今
日
二
至
ル
マ
デ
ノ
経
過
ノ

概
要
左
ノ
如
シ
」
と
あ
り
、
ま
た
「
収
支
報
告
」
の
冒
頭
に
は
、

「
本
會
創
立
以
来
明
治
四
十
三
年
九
月
廿
九
日
二
至
ル
マ
テ
ニ
於

ケ
ル
會
金
ノ
牧
支
左
ノ
如
シ
」
と
あ
る
。
従
っ
て
、
両
者
が
そ
れ

ぞ
れ
或
る
団
体
の
、
創
立
以
来
の
活
動
と
そ
の
会
計
と
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
が
、
そ
れ
が
如
何
な
る
団
体
な
の

か
は
、
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

「
経
過
報
告
」
に
は
、
こ
の
団
体
が
明
治
四
十
二
年
十
一
月
、

明
治
四
十
三
年
一
月
、
三
月
、
五
月
、
七
月
、
九
月
と
例
会
を
開

催
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
両
文
書
の
末
尾
に
は

「
右
明
治
四
十
三
年
十
一
月
廿
九
日
於
第
七
次
例
会
」
と
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
同
会
の
例
会
は
明
治
四
十
二
年
十
一
月
か
ら
明
治
四

十
三
年
十
一
月
ま
で
、
隔
月
で
合
計
七
回
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。注

目
さ
れ
る
点
は
、
明
治
四
十
三
年
一
月
二
十
九
日
の
第
二
次

例
会
に
お
い
て
「
明
年
ヲ
期
シ
懐
徳
堂
記
念
祭
學
行
ノ
議
ヲ
決
」

し
た
後
、
各
例
会
に
お
い
て
「
懐
徳
堂
記
念
祭
挙
行
ノ
準
備
」
や

「
懐
徳
堂
記
念
會
則
案
」
な
ど
を
議
論
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ

明
治
四
十
三
年

明
治
四

同
年

一
月
二
十
九
日

九
月
四
日

十
一
月
十
四
日

の
団
体
が
「
懐
徳
堂
記
念
會
肢
起
人
推
薦
委
員
会
」
「
懐
徳
堂
記
念

祭
椴
豫
算
案
編
成
会
」
「
懐
徳
堂
記
念
祭
椴
豫
算
案
査
定
会
」
「
懐

徳
堂
記
念
会
骰
起
人
会
」
を
開
催
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
団
体
は
、
記
念
会
の
設
立
に
お
い
て
中
心
的

役
割
を
果
た
し
た
人
文
会
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

人
文
会
の
活
動
に
関
す
る
先
行
研
究
に
、
多
治
比
郁
夫
氏
の
「
中

之
島
図
書
館
物
語
「
大
阪
人
文
会
」
覚
え
書
」
（
以
下
、
「
覚
え

書
」
）
が
あ
る
（
注
3
)
。
人
文
会
に
つ
い
て
「
そ
の
実
体
が
つ
か
め
な

い
の
を
永
い
間
残
念
な
こ
と
と
思
っ
て
い
た
」
多
治
比
氏
は
、
大

阪
府
立
図
書
館
の
「
古
い
館
務
日
誌
に
大
阪
人
文
会
に
関
す
る
記

事
が
載
っ
て
い
る
の
に
気
」
づ
き
、
「
古
い
館
務
日
誌
の
記
事
と
、

日
誌
の
日
付
を
頼
り
に
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
か
ら
拾
っ
た
記
事
と

を
総
合
」
し
て
、
人
文
会
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
そ
の
活
動
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

人
文
会
発
会
式
。

第
一
回
例
会
（
講
演
…

木
崎
好
尚
「
篠
崎
小
竹

の
伝
」
、
小
山
田
松
翠
「
大

阪
演
劇
の
創
始
時
代
」
）
。

第
二
回
例
会
（
講
演
…

西
村
天
囚
「
懐
徳
堂
研

(22) 



同
年

同
年

同
年

三
月
二
十
二
日

五
月
二
十
九
日

九
月
二
十
七
日

究

其

の

：

五

井

蘭

洲
」
、
生
田
南
水
「
暁
鐘

成
の
伝
」
）
。
西
村
天
囚

が
記
念
会
の
設
立
を
提

案。第
三
回
例
会
（
講
演
…

水
落
露
石
「
俳
人
七
五

三
長
斎
の
伝
」
、
磯
野
秋

渚
「
八
木
立
札
の
伝
」
、

木
崎
好
尚
「
篠
崎
小
竹

の
伝
補
遺
」
）
。

第
四
回
例
会
（
講
演
…

太
田
芦
陰
「
加
藤
竹
里

の
伝
」
）
。
記
念
会
に
つ

い
て
協
謡
。

人
文
会
の
主
唱
に
な
る

記
念
会
発
起
人
会
開
催
。

明
年
十
月
五
日
の
祭
典

開
催
の
こ
と
を
協
議
し
、

趣
意
書
及
び
規
則
を
承

認
。
会
頭
に
住
友
吉
左

衛
門
、
副
会
頭
に
小
山

九
月
二
十
九
日

九
月
三
十
日

健
三
、
発
起
人
に
藤
田

伝
三
郎
・
鴻
池
善
右
衛

門
•
島
村
久
•
土
井
通

夫
を
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
。

第
六
回
例
会
（
講
演
：
・

木
崎
好
尚
「
覚
峰
阿
闊

梨
の
伝
」
）
。
西
村
天
囚
・

今
井
貰
一
が
記
念
会
の

設
立
経
過
を
報
告
。

記
念
会
役
員
候
補
の
推

薦
な
ら
び
に
諸
協
議
の

た
め
会
合
。

十

月

七

日

記

念

会

委

員

会

開

催

。

十
一
月
二
十
九
日
第
七
回
例
会
（
詳
細
不

明）。

「
覚
え
と
「
経
過
報
告
」
と
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る
例
会

の
開
催
日
が
致
し
て
お
り
、
基
本
的
に
そ
の
内
容
に
矛
盾
す
る

と
こ
ろ
が
な
い
（
注
4
)
。
従
っ
て
、
「
経
過
報
告
」
・
「
収
支
報
告
」

の
い
う
「
本
會
」
が
人
文
会
で
あ
る
こ
と
は
、
確
実
と
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
先
述
の
通
り
「
経
過
報
告
」
・
「
収
支
報
告
」
の
末
尾
に

は
「
明
治
四
十
三
年
十
一
月
廿
九
日
於
第
七
次
例
会
」
と
記
さ
れ

同
年

同
年

同
年

同
年

(23) 



て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
両
文
書
は
人
文
会
の
第
七
次
例
会
の
た
め

に
作
成
さ
れ
た
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。
「
経
過
報
告
」
・
「
収
支
報

告
」
の
記
述
中
に
、
こ
れ
ら
が
人
文
会
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

す
語
句
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
は
、
両
資
料
が
内
部
文

書
で
あ
っ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

人
文
会
の
活
動
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
多
治
比
氏
の
用
い
た

資
料
は
、
大
阪
府
立
図
書
館
の
館
務
日
誌
と
大
阪
朝
日
新
聞
の
記

事
と
い
う
、
い
わ
ば
二
次
的
な
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
経

過
報
告
」
と
「
収
支
報
告
」
と
は
、
人
文
会
内
部
の
関
係
者
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
一
次
的
資
料
で
あ
り
、
発
起
人
会
、
第
五
次
例

会
、
そ
し
て
第
七
次
例
会
な
ど
、
従
来
不
明
で
あ
っ
た
人
文
会
の

活
動
を
解
明
す
る
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
こ
で
次
章
以
下

で
は
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。

発
起
人
会

人
文
会
の
活
動
が
開
始
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
「
覚
え
書
」
に

お
い
て
は
、
明
治
四
十
二
(
-
九
〇
九
）
年
九
月
四
日
の
「
発
会

式
」
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
『
中
之
島
百
年
ー
大
阪
府
立
図
書
館
の

あ
ゆ
み
』
（
大
阪
府
立
図
書
館
百
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、
ニ

0
0
四
年
二
月
）
も
同
様
に
、
九
月
四
日
に
大
阪
府
立
図
書
館
の

紀
年
室
に
お
い
て
人
文
会
の
「
相
談
会
」
が
開
催
さ
れ
た
と
あ
る
。

「
発
会
式
」
か
「
相
談
会
」
か
は
定
か
で
な
い
が
、
人
文
会
の
活

動
は
九
月
四
日
の
会
合
か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
の
が
、
従
来
の
定

説
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
「
経
過
報
告
」
に
は
、
九
月
四
日
の
会
合
に
先
立
ち
、

同
年
八
月
十
九
日
に
発
起
人
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の

発
起
人
会
に
お
い
て
人
文
会
の
会
則
案
や
入
会
者
の
勧
誘
法
に
つ

い
て
話
し
合
わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
翌
二
十
日
に
入
会
者
勧
誘
状

が
発
送
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
上
で
九
月
四
日
に
「
相
談
會
」
が
開

催
さ
れ
て
「
會
則
及
ヒ
研
究
ノ
方
法
ヲ
鏃
」
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
人
文
会
の
活
動
は
八
月
十
九
日
の
発
起
人
会
か
ら
始
ま

っ
て
い
た
こ
と
が
、
「
経
過
報
告
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

発
起
人
会
の
翌
日
に
人
文
会
が
「
入
会
者
勧
誘
状
」
を
発
し
て

い
た
こ
と
は
、
人
文
会
が
そ
の
発
足
当
初
か
ら
、
積
極
的
に
入
会

者
勧
誘
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。
「
経
過
報
告
」
に
も
、
例
会
毎
に
会
員
数
が
増
加
し
て
い
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
そ
う
し
た
勧
誘
の
成
果
だ
っ
た

の
で
あ
り
、
九
月
四
日
の
会
合
の
参
加
者
の
中
に
も
、
「
入
会
者
勧

誘
状
」
に
応
じ
て
、
こ
の
日
始
め
て
参
加
し
た
者
が
含
ま
れ
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
（
注
5
)
o

な
お
、
「
懐
徳
堂
復
興
小
史
（
懐
徳
堂
記
念
会
記
事
紗
録
）
」
（
再

刊
本
『
懐
徳
堂
考
』
所
収
、
大
正
十
四
〔
一
九
二
五
〕
年
十
月
）
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五
人
文
会
の
第
五
次
例
会
に
つ
い
て
、
「
覚
え
書
」
で
は
、
「
館
務

日
誌
に
記
載
が
な
く
、
新
聞
記
事
も
見
つ
け
て
い
な
い
が
、
人
文

会
は
隔
月
開
催
が
建
て
前
だ
か
ら
、

7
月
末
に
行
っ
た
も
の
と
考

え
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
経
過
報
告
」
に
は
、
第
五
次
例
会

が
七
月
三
十
日
に
開
催
さ
れ
た
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
多
治
比
氏

の
推
測
の
正
し
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
注
7
)
0

但
し
、
講
演
の
題
目
や
講
演
者
の
指
名
に
つ
い
て
は
「
経
過
報

告
」
に
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
講
演
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は

不
明
で
あ
る
。

四

に
「
人
文
會
は
大
阪
府
立
圏
書
館
長
今
井
貫
一
君
の
首
唱
に
係
り
」

と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
て
、
今
井
貫
一
・
大
阪
府
立
図
書
館
長

が
人
文
会
の
発
起
人
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ

た
こ
と
は
確
実
と
見
ら
れ
る
。
但
し
、
八
月
の
発
起
人
会
の
他
の

参
加
者
が
誰
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
人
文
会
の
会
則
の
内
容
や
、
勧

誘
状
を
ど
の
よ
う
な
人
々
に
送
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
不
明
で

あ
る
（
注
6
)
0第

五
次
例
会

第
七
次
例
会

第
七
次
例
会
に
関
し
て
、
多
治
比
氏
は
、
そ
の
開
催
に
つ
い
て

「
日
誌
か
ら
日
付
が
知
ら
れ
る
も
の
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
第
七
次
例
会
の
資
料
と
考
え
ら
れ
る
「
経
過
報
告
」

や
「
収
支
報
告
」
に
も
、
例
会
の
内
容
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。

し
か
し
、
人
文
会
の
創
立
か
ら
明
治
四
十
三
年
十
月
五
日
に
至

る
ま
で
の
活
動
を
ま
と
め
た
「
経
過
報
告
」
と
、
そ
の
創
立
か
ら

明
治
四
十
三
年
九
月
二
十
九
日
ま
で
の
収
支
を
ま
と
め
た
「
収
支

報
告
」
と
が
資
料
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
こ
の

第
七
次
例
会
に
お
い
て
、
人
文
会
が
そ
の
創
立
以
降
の
活
動
を
総

括
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、

「
経
過
報
告
」
と
「
収
支
報
告
」
の
正
確
な
篇
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
綬
過
報
告
第
一
」
・
「
會
金
牧
支
精
算
報
告
第
一
」
で
あ
り
、
と

も
に
「
第
一
」
の
語
が
付
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
人
文
会
は
、

以
後
第
二
、
第
三
と
継
続
し
て
会
の
活
動
経
過
や
収
支
に
つ
い
て

報
告
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

更
に
、
大
阪
大
学
付
属
図
書
館
の
懐
徳
堂
文
庫
に
は
、
明
治
四

十
三
年
十
一
月
に
印
刷
さ
れ
た
『
大
阪
人
文
會
員
名
薄
』
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
（
注
8)°

こ
れ
は
、
人
文
会
会
員
五
十
名
の
名
簿
で
、

一
人
分
ず
つ
区
切
ら
れ
て
設
け
ら
れ
た
枠
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

氏
名
・
号
・
職
業
な
ど
を
記
載
し
た
印
刷
物
で
あ
る
。
作
成
の
経

緯
に
関
す
る
記
述
は
な
い
が
、
印
刷
の
時
期
か
ら
見
て
、
こ
の
名

薄
も
や
は
り
第
七
次
例
会
に
合
わ
せ
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
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い
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
人
文
会
は
、
十
一
月
二
十
九
日
の
第
七
次
例

会
に
合
わ
せ
て
「
経
過
報
告
」
や
「
収
支
報
告
」
を
作
成
し
て
そ

の
活
動
を
総
括
し
、
ま
た
会
員
名
簿
を
も
作
成
し
た
と
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
例
会
の
後
、
人
文
会
は
そ
の
活
動
を
休
止
し
て

し
ま
う
。
「
覚
え
書
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
三
年
十
一
月
以
降
の

大
阪
人
文
会
の
活
動
は
、
大
阪
府
立
図
書
館
の
館
務
日
誌
や
大
阪

朝
日
新
聞
の
記
事
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
文
会
の
第
七
次
例
会
に
お
い
て
、
一
体
何
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
人
文
会
の
第
七
次
例
会
は
、
創
設
以
来
の
活

動
を
総
括
し
、
そ
の
上
で
会
の
活
動
を
一
年
間
休
止
す
る
議
決
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
例
会
は
、
講
演
を
中
心
と
し
て
い
た

通
常
の
例
会
と
は
異
な
る
、
特
別
な
例
会
で
あ
っ
た
。

第
七
次
例
会
に
お
い
て
会
の
解
散
が
決
定
さ
れ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
先
述
の
通
り
「
経
過
報
告
」
や
「
収
支

報
告
」
の
正
確
な
篇
名
が
「
綬
過
報
告
第
一
」
・
「
會
金
牧
支
精
算

報
告
第
一
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
『
大
阪

人
文
會
員
名
簿
』
に
は
、
全
会
員
の
情
報
の
後
に
、
会
員
が
増
加

し
た
際
に
利
用
す
る
た
め
の
も
の
と
思
わ
れ
る
四
十
名
分
も
の
空

欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
文
会
が
名
簿
作
成
後
更
に

会
員
が
増
え
る
と
見
込
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
と
見
ら
れ
、
明
治

四
十
三
年
十
月
の
段
階
で
、
人
文
会
は
解
散
を
ま
っ
た
く
考
え

て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
明
治
四
十
二
年
以
来
一
年
以
上
活
動
を
継
続
し
て

い
た
人
文
会
が
、
明
治
四
十
三
年
十
一
月
に
活
動
の
休
止
を
決
め

た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
同
年
九
月
に
発
足
し
た
記

念
会
関
係
の
活
動
を
、
人
文
会
の
活
動
よ
り
も
優
先
す
る
こ
と
に

し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

詳
し
く
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
大
阪
人
文
会
の
会
員
は
ほ
ぼ
全

員
は
、
記
念
会
の
運
営
の
中
心
と
な
る
委
員
に
就
任
し
、
そ
れ
ぞ

れ
本
業
を
持
ち
な
が
ら
、
会
員
の
勧
誘
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な

記
念
会
の
活
動
に
従
事
し
た
。
記
念
会
の
「
主
唱
者
」
た
る
人
文

会
に
と
っ
て
は
、
記
念
会
の
事
業
を
完
遂
す
る
こ
と
こ
そ
当
面
最

も
重
要
で
あ
り
、
人
文
会
と
し
て
の
活
動
を
継
続
す
る
余
力
は
な

い
と
の
判
断
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
記
念
会
は
、
そ
の
会
則
第
一
条
に
「
明
治
四
十
四
年

十
月
五
日
ヲ
ト
シ
懐
徳
堂
記
念
祭
ヲ
執
行
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」

と
定
め
る
団
体
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
記
念
会
は
当
初
、
明
治
四

十
四
年
十
一
月
末
を
も
っ
て
活
動
を
終
結
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。

記
念
会
の
「
會
計
規
則
」
に
よ
れ
ば
、
記
念
会
は
明
治
四
十
三
年

十
月
か
ら
明
治
四
十
四
年
三
月
ま
で
の
六
ヶ
月
間
を
第
一
期
、
明

治
四
十
四
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
六
ヶ
月
間
を
第
二
期
、
明
治

四
十
四
年
十
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
ニ
ヶ
月
間
を
第
三
期
と
し
た

(26) 



六

上
で
、
各
期
毎
に
「
諸
勘
定
ヲ
決
算
」
し
、
「
第
三
期
二
於
テ
ハ
一

切
ノ
會
計
事
務
ヲ
終
結
ス
ル
」
と
し
て
い
た
（
注
9
)
。
記
念
会
は
、

明
治
四
十
四
年
十
一
月
末
ま
で
に
、
事
後
処
理
を
含
め
た
す
べ
て

の
活
動
を
終
結
す
る
予
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
會
計
規
則
」
は
、
明
治
四
十
三
年
十
月
十
五
日
に
会
頭
・

住
友
吉
左
衛
門
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
て
い
る
（
注
10)
。
人
文
会
は
こ

れ
を
受
け
て
、
同
年
十
一
月
の
第
七
次
例
会
に
お
い
て
、
記
念
会

の
活
動
期
間
中
、
す
な
わ
ち
明
治
四
十
四
年
十
一
月
ま
で
の
約
一

年
間
活
動
を
休
止
す
る
こ
と
、
そ
し
て
記
念
会
が
活
動
を
終
結
す

る
と
同
時
に
、
人
文
会
と
し
て
の
活
動
を
再
開
す
る
こ
と
を
議
決

し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

人
文
会
と
記
念
会

「
覚
え
書
」
に
お
い
て
多
治
比
氏
は
、
人
文
会
は
第
七
次
例
会

の
後
に
「
懐
徳
堂
記
念
会
に
発
展
解
消
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
人
文
会
と
記
念
会
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
こ
の
点
を
中
心
に
、

「
経
過
報
告
」
や
「
収
支
報
告
」
、
「
懐
徳
堂
記
念
会
記
録
」
・
『
懐

徳
堂
記
念
会
会
務
報
告
』
・
『
大
阪
人
文
會
員
名
簿
』
な
ど
の
、
従

来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
資
料
を
活
用
し
つ
つ
、
考
察
を
加
え

る
こ
と
に
す
る
。

そ
も
そ
も
人
文
会
と
記
念
会
と
は
、
団
体
と
し
て
の
性
格
も
規

模
も
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
人
文
会
の
活
動
は
、
会
員
に
よ

る
講
演
を
行
う
、
例
会
の
開
催
が
そ
の
中
心
で
あ
り
、
多
治
比
氏

の
い
う
と
こ
ろ
の
「
大
阪
に
お
け
る
郷
土
文
化
研
究
会
」
で
あ
っ

た
。
『
大
阪
人
文
會
員
名
悔
』
に
よ
れ
ば
、
会
員
の
職
業
は
、
新
聞

各
社
の
社
員
（
記
者
）
が
多
く
、
そ
の
他
に
府
立
図
書
館
関
係
者
、

國
學
院
・
高
等
工
業
学
校
・
師
範
学
校
・
中
学
校
・
高
等
医
学
校

の
教
員
、
書
籍
商
・
質
業
・
金
物
商
な
ど
の
商
人
、
会
社
員
な
ど

で
あ
る
。
会
員
に
は
号
を
有
す
る
者
も
多
く
、
こ
こ
か
ら
、
人
文

会
は
文
人
的
な
趣
味
を
有
す
る
知
識
人
を
主
体
と
し
て
い
た
と
見

ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
記
念
会
は
、
先
述
の
通
り
懐
徳
堂
記
念
祭
の
挙

行
を
主
た
る
目
的
と
し
た
団
体
で
あ
り
、
当
初
そ
の
活
動
期
間
も

限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
名
誉
会
員
十
四
名
、
特
別
会
員
六

百
二
十
二
名
、
普
通
会
員
千
三
百
七
十
名
と
、
会
員
の
合
計
が
二

千
人
を
超
え
る
大
き
な
組
織
で
あ
っ
た
。

「
収
支
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
人
文
会
の
明
治
四
十
二
年
九
月
ま

で
の
収
入
総
額
は
四
十
二
円
、
支
出
総
額
は
三
十
四
円
六
十
九
銭
、

総
残
高
は
八
円
三
十
一
銭
で
あ
る
。
一
方
記
念
会
は
、
『
懐
徳
堂
記

念
会
会
務
報
告
』
に
よ
れ
ば
、
収
入
総
額
一
万
四
千
八
百
六
十
一

円
二
十
一
銭
、
支
出
総
額
八
千
百
二
十
二
円
三
十
四
銭
八
厘
、
総

残
高
六
千
七
百
三
十
八
円
九
十
一
銭
七
厘
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
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記
念
祭
や
記
念
講
演
、
記
念
出
版
、
記
念
展
覧
会
な
ど
の
事
業
を

す
べ
て
行
っ
た
上
で
生
じ
た
こ
の
余
剰
金
は
、
財
団
法
人
懐
徳
堂

記
念
会
に
寄
附
さ
れ
て
、
そ
の
基
本
資
産
と
な
っ
た
。
記
念
会
の

資
産
は
人
文
会
を
は
る
か
に
上
回
る
が
、
活
動
内
容
や
組
織
の
規

模
の
違
い
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
記
念
会
の
資
産
が
大
き
く
な
っ
た
の
は
、
多
数
の

会
員
が
入
会
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
設
立
準
備
段
階
に
お

け
る
当
座
の
資
金
は
、
西
村
天
囚
が
個
人
と
し
て
拠
出
し
た
二
百

円
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
「
懐
徳
堂
記
念
会
記
録
」
に
記

さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
資
産
面
に
お
い
て
は
、
両
団
体
は
直

接
的
な
関
係
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
記
念
会
の
設
立
に
か
か
る
人
文
会
の
活
動
と
、
記
念

会
の
組
織
と
か
ら
見
れ
ば
、
両
団
体
は
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ

っ
た
。す

な
わ
ち
、
人
文
会
は
、
「
経
過
報
告
」
の
表
現
に
よ
れ
ば
記
念

会
の
「
主
唱
者
」
と
し
て
、
そ
の
設
立
の
た
め
の
準
備
に
全
力
を

挙
げ
て
取
り
組
ん
だ
。
ま
た
「
経
過
報
告
」
に
は
、
明
治
四
十
三

年
十
月
五
日
、
記
念
会
の
成
立
が
在
阪
の
五
紙
に
公
表
さ
れ
る
と
、

記
念
会
は
人
文
会
の
「
手
ヲ
禽
ル
ヽ
コ
ト
ト
」
な
っ
た
と
の
記
述

が
あ
る
。
記
念
会
の
成
立
準
備
を
進
め
て
き
た
主
体
が
人
文
会
で

あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
表
現
と
い
え
よ
う
。

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
儒
礼
に
よ
る
記
念
祭
の
挙
行
や
記
念

出
版
・
展
覧
会
・
講
演
会
の
開
催
は
、
人
文
会
が
明
治
四
十
三

三
月
の
第
三
次
例
会
に
お
い
て
既
に
決
定
し
て
い
た
点
、
そ
し
て

記
念
会
の
発
起
人
会
に
先
立
ち
、
記
念
祭
等
の
事
業
の
実
施
を
定

め
た
記
念
会
の
会
則
案
に
つ
い
て
、
人
文
会
は
五
月
・
七
月
の
例

会
で
重
ね
て
議
論
し
て
お
り
、
記
念
会
の
発
起
人
会
で
は
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
承
認
す
る
だ
け
で
よ
い
と
こ
ろ
ま
で
準
備
が
行
わ
れ
て

い
た
点
、
更
に
、
大
阪
人
文
会
は
記
念
会
の
予
算
案
も
、
記
念
会

の
発
起
人
会
の
前
に
既
に
作
成
し
て
い
た
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
明
治
四
十
三
年
十
月
五
日
に
記
念
会
が
人
文
会
の

「
手
ヲ
禽
ル
ヽ
コ
ト
ト
」
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
記
念
会
は
人
文

会
の
意
向
と
無
関
係
に
、
そ
の
活
動
を
独
自
に
企
画
し
展
開
し
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
手
続
き
と
し
て
は
、
記
念
祭
等
の
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
を
定
め
た
記
念
会
の
会
則
案
が
記
念
会
発
起

人
会
で
承
認
さ
れ
た
こ
と
で
、
各
事
業
の
実
施
は
記
念
会
と
し
て

の
決
定
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
記
念
会
の
活
動
の
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
は
、
実
質
的
に
は
予
め
人
文
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

続
い
て
、
記
念
会
の
組
織
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
大
阪
人
文

会
の
会
員
は
ほ
と
ん
ど
全
員
が
記
念
会
の
委
員
に
就
任
し
、
記
念

会
の
運
営
を
担
っ
た
（
注
ll)

。
特
に
、
記
念
会
の
濫
崩
と
さ
れ
る
人

文
会
第
二
次
例
会
に
お
け
る
講
演
を
行
っ
た
西
村
天
囚
は
、
記
念

会
に
お
い
て
会
頭
・
副
会
頭
に
次
ぐ
委
員
長
に
就
任
し
、
実
務
全
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般
を
統
括
し
た
（
注
12)
。
ま
た
人
文
会
の
中
心
人
物
で
あ
る
大
阪
府

立
図
書
館
長
の
今
井
貫
一
は
、
記
念
会
の
委
員
と
し
て
総
務
係
主

任
と
会
計
係
主
任
と
を
勤
め
た
だ
け
で
な
く
、
記
念
会
が
企
画
し

た
記
念
事
業
の
実
現
の
た
め
に
、
上
松
寅
三
と
共
に
、
東
京
の
中

井
木
菟
麻
呂
と
の
交
渉
を
担
当
し
た
（
注
13)°

こ
の
他
、
西
村
委
員

長
の
下
で
記
念
会
の
実
務
を
分
担
し
た
各
係
の
主
任
は
、
当
初
は

八
係
中
の
五
係
、
後
に
六
係
す
べ
て
を
人
文
会
会
員
が
占
め
た

（注
14)°

人
文
会
会
員
は
、
い
わ
ば
記
念
会
の
中
枢
と
し
て
そ
の
運

営
に
当
た
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
人
文
会
は
、
明
治
四
十
三
年
七
月
の
第
五
次
例
会
に
お
い

て
、
「
適
当
ナ
ル
検
起
人
ヲ
推
翠
」
し
て
記
念
会
を
成
立
さ
せ
る
べ

く
、
今
川
一
•
今
井
貫
一
・
濱
和
助
•
西
村
時
彦
・
角
田
勤
一
郎
・

高
安
六
郎
・
上
松
寅
三
•
藤
沢
元
造
・
木
崎
愛
吉
•
水
落
庄
兵
衛

の
十
名
か
ら
な
る
「
発
起
人
推
薦
委
員
」
を
決
め
た
。
発
起
人
推

薦
委
員
会
は
八
月
六
日
に
開
催
さ
れ
、
そ
こ
で
選
出
さ
れ
た
候
補

者
に
対
し
て
西
村
天
囚
が
「
東
奔
西
走
遊
説
夜
以
テ
萱
二
継
」
い

で
働
き
か
け
た
結
果
、
記
念
会
の
発
起
人
が
確
定
し
た
。
つ
ま
り
、

記
念
会
の
発
起
人
は
、
す
べ
て
人
文
会
が
適
当
と
判
断
し
た
人
物

だ
け
で
あ
り
、
人
文
会
の
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
人
物
は
、
発
起
人
と

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
「
経
過
報
告
」
に
は
、
記
念
会
の
事
業
を
実
現
す
る
た
め
、

そ
の
「
主
唱
者
」
た
る
人
文
会
は
「
更
二
有
カ
ナ
ル
検
起
人
ヲ
推

薦
ス
ル
ノ
要
ヲ
認
」
め
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
人
文
会
は
「
力
」

を
有
す
る
発
起
人
、
具
体
的
に
は
資
金
力
が
あ
り
、
ま
た
多
く
の

会
員
、
つ
ま
り
多
く
の
醜
金
を
集
め
る
だ
け
の
影
瞥
力
が
あ
る
人

物
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
発
起
人
の
人
選
が
そ
う
し
た
観
点

か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
発
起
人
が
大
阪
を
代
表
す
る
政

界
や
財
界
の
代
表
的
人
物
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
ま
た
記
念
会
が

発
足
し
た
後
、
発
起
人
は
会
の
実
務
を
担
当
す
る
委
員
に
一
人
も

就
任
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
（
注
1
5
)
0

以
上
の
よ
う
に
、
人
文
会
は
、
記
念
会
の
設
立
を
企
画
し
、
そ

の
設
立
準
備
の
一
切
を
担
っ
た
。
人
文
会
は
、
予
め
記
念
会
が
実

施
す
る
活
動
内
容
、
記
念
会
の
会
則
案
及
び
予
算
案
、
発
起
人
の

選
定
・
勧
誘
を
含
む
記
念
会
の
組
織
作
り
を
す
べ
て
行
っ
た
（
注

1
6
)
0

更
に
、
記
念
会
が
発
足
す
る
と
、
西
村
天
囚
が
委
員
長
に
就
任
し

た
他
、
人
文
会
会
員
は
記
念
会
の
中
枢
と
し
て
、
そ
の
運
営
に
当

た
っ
た
。
そ
し
て
、
記
念
会
が
活
発
な
活
動
を
開
始
す
る
と
同
時

に
、
記
念
会
の
諸
事
業
に
全
力
を
尽
く
す
べ
く
、
人
文
会
は
記
念

会
の
活
動
期
間
中
の
活
動
休
止
を
決
め
、
実
際
に
活
動
を
停
止
し

た（注
17)0

従
っ
て
、
人
文
会
と
記
念
会
と
の
関
係
は
、
多
治
比
氏
の
い
う

よ
う
に
、
人
文
会
が
記
念
会
へ
「
発
展
解
消
」
し
た
と
見
る
の
は

適
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
敢
え
て
い
え
ば
、
記
念
会
が
成
立

し
た
時
点
で
、
人
文
会
は
記
念
会
に
「
切
り
替
わ
っ
た
」
と
見
る
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記
念
会
は
当
初
、
各
種
記
念
事
業
を
す
べ
て
実
施
し
た
後
、
明

治
四
十
四
年
十
一
月
末
ま
で
に
活
動
を
終
結
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
そ
こ
で
人
文
会
は
、
記
念
会
の
活
動
期
間
中
は
休
眠
し
て
、

記
念
会
の
活
動
後
に
再
開
す
る
こ
と
と
し
た
。
人
文
会
の
会
員
は

記
念
会
の
中
枢
と
し
て
、
事
業
の
実
現
・
成
功
に
向
け
て
邁
進
し

た
。
そ
の
結
果
、
記
念
会
は
見
事
に
そ
の
事
業
を
完
遂
し
、
更
に

六
千
円
以
上
も
の
余
剰
金
を
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
余
剰
金
を
資
産
と
し
て
記
念
会
を
財
団
法
人
と
す
る

こ
と
が
企
画
さ
れ
た
の
が
、
人
文
会
に
と
っ
て
最
大
の
転
機
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
記
念
会
は
明
治
四
十
四
年
十

一
月
以
降
も
、
財
団
法
人
化
が
実
現
す
る
ま
で
は
存
続
す
る
こ
と

と
な
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
人
文
会
の
活
動
休
止
状
態
が
継
続
し
、

結
局
人
文
会
の
活
動
再
開
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

活
動
を
休
止
し
た
ま
ま
の
人
文
会
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題

は
、
記
念
会
の
財
団
法
人
化
の
検
討
が
進
む
中
で
、
恐
ら
く
人
文

会
会
員
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
現

時
点
で
は
そ
の
詳
し
い
経
緯
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

或
る
時
点
で
、
人
文
会
と
し
て
の
何
ら
か
の
意
志
決
定
が
行
わ
れ

お
わ
り
に

の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

と
し
た
い
。

そ
う
し
た
点
の
解
明
は
、
今
後
の
課
題

(
1
)
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
湯
浅
邦
弘
編
『
懐
徳
堂
文
庫
の
研

究
共
同
報
告
書
』
（
二

0
0
三
年
二
月
）
所
収
。

(
2
)

翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
漢
字
の
異
体
字
を
一
部
通
行
の
字
体
に
改

め
た
が
、
煩
雑
を
避
け
て
注
記
を
省
い
た
。
片
仮
名
に
つ
い
て
、
「
1
」

は
「
コ
ト
」
に
改
め
た
。
ま
た
、
原
文
に
は
以
下
に
示
す
よ
う
な
墨

筆
の
書
き
込
み
が
複
数
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
（
）
内
に
記
し
た

修
正
の
指
示
と
考
え
ら
れ
る
。
翻
刻
は
、
こ
う
し
た
修
正
の
指
示
に

す
べ
て
従
っ
て
い
る
。

・
文
字
一
字
、
或
い
は
二
字
の
左
横
に
「
ヽ
ヽ
」
を
書
き
記
し
た
も
の

（
そ
の
文
字
一

S
二
字
を
削
除
す
る
指
示
）

・
文
字
列
の
右
側
に
文
字
を
書
き
加
え
た
も
の
（
書
き
加
え
た
文
字

を
挿
入
す
る
指
示
）

(
3
)
大
阪
府
立
図
書
館
報
『
な
に
わ
づ
』
七
十
二
号
所
収
。
一
九
七
八
年
。

(
4
)
記
念
会
成
立
の
経
緯
を
記
し
た
資
料
に
は
、
「
懐
徳
堂
復
興
小
史
（
懐

徳
堂
記
念
会
記
事
紗
録
）
」
（
再
刊
本
『
懐
徳
堂
考
』
所
収
、
大
正
十

四
〔
一
九
二
五
〕
年
十
一
月
）
や
「
新
懐
徳
堂
沿
革
」
（
大
正
版
『
懐

徳
堂
要
覧
』
所
収
、
大
正
十
五
〔
一
九
二
六
〕
年
十
月
）
の
他
、
明

注
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治
四
十
三
年
か
ら
大
正
二
年
ま
で
の
懐
徳
堂
記
念
会
の
活
動
を
記
録

し
た
、
「
懐
徳
堂
記
念
会
」
編
纂
の
「
報
告
書
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
懐

徳
堂
記
念
会
会
務
報
告
』
、
及
び
記
念
会
関
係
者
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ

た
と
見
ら
れ
る
「
懐
徳
堂
記
念
会
記
録
」
が
あ
る
。
「
懐
徳
堂
記
念
会

記
録
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
資
料
紹
介
懐
徳
堂
記
念
会
所
蔵
「
懐

徳
堂
記
念
会
記
録
」
」
（
『
国
語
教
育
論
叢
』
第
十
七
号
、
二

0
0
八
年

二
月
）
参
照
。
な
お
、
明
治
四
十
三
年
九
月
の
記
念
会
発
起
人
会
開

催
日
に
つ
い
て
は
、
「
懐
徳
堂
記
念
会
記
録
」
は
二
十
九
日
、
「
経
過

報
告
」
と
「
覚
え
書
」
は
二
十
七
日
、
『
懐
徳
堂
記
念
会
会
務
報
告
』

と
『
懐
徳
堂
要
覧
』
（
大
正
十
五
年
版
・
昭
和
四
十
三
年
版
と
も
）
は

二
十
五
日
、
「
懐
徳
堂
復
興
小
史
」
は
十
五
日
と
、
資
料
に
よ
り
日
付

が
異
な
る
。
「
懐
徳
堂
記
念
会
記
録
」
及
び
「
経
過
報
告
」
に
よ
れ
ば
、

九
月
十
五
日
に
は
懐
徳
堂
記
念
祭
の
仮
予
算
案
を
編
成
す
る
会
謡
が

開
催
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
懐
徳
堂
復
興
小
史
」
の
十
五
日
は
誤
り
と

見
ら
れ
る
。
ま
た
「
経
過
報
告
」
と
「
覚
え
書
」
と
に
よ
れ
ば
、
九

月
二
十
九
日
に
人
文
会
の
第
六
次
例
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
二
十
九
日
も
誤
り
で
あ
ろ
う
。
「
経
過
報
告
」
が
人
文
会
自
身
の

作
成
し
た
資
料
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
「
覚
え
書
」
が
当
時
の
新
聞
や

大
阪
府
立
図
書
館
の
館
務
日
誌
の
記
述
に
基
づ
く
こ
と
か
ら
、
二
十

七
日
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

(
5
)

「
覚
え
書
」
の
中
で
多
治
比
氏
は
、
九
月
四
日
の
「
発
会
式
」
の
時

点
で
人
文
会
の
会
員
は
十
九
名
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
『
中
之
島

百
年
ー
大
阪
府
立
図
書
館
の
あ
ゆ
み
』
も
、
九
月
四
日
の
会
合
に
集

ま
っ
た
の
は
「
西
村
天
囚
、
渡
辺
霞
亭
、
磯
野
秋
渚
、
水
落
露
石
、

角
田
浩
々
、
木
崎
好
尚
、
そ
れ
に
今
井
貫
一
、
浜
和
助
ら
一
九
名
」

と
す
る
。
し
か
し
、
「
経
過
報
告
」
は
九
月
四
日
の
「
相
談
會
」
の
時

点
で
の
会
員
数
を
二
十
九
名
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
の
会
員
数
が

十
九
名
だ
っ
た
の
か
、
二
十
九
名
で
あ
っ
た
の
か
、
会
員
数
が
二
十

九
名
で
出
席
者
が
十
九
名
で
あ
っ
た
の
か
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

(
6
)
『
大
阪
人
文
会
講
演
五
井
蘭
洲
西
村
天
囚
述
』
（
井
上
了
「
懐

徳
堂
文
庫
等
所
蔵
新
収
資
料
・
器
物
等
目
録
」
（
湯
浅
邦
弘
編
『
懐
徳

堂
文
庫
の
研
究
共
同
報
告
書
』
所
収
、
二

0
0
三
年
二
月
）
に
お

い
て
、
「
(
2
0
)重建
懐
徳
堂
関
係
資
料
（
書
藉
•
抜
き
刷
り
•
原
稿
・

筆
記
類
な
ど
）

2
0
9
,
0
0
1
.
 0
0
1

…
大
阪
人
文
会
講
演
筆
記
（
西
村
天
囚

述
「
五
井
蘭
洲
」
•
木
崎
愛
吉
述
「
篠
崎
小
竹
」
）
（
明
治4
4年
、
吉
田

鋭
雄
筆
記
、
3
冊
）
」
と
あ
る
も
の
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
三
年
一

月
の
大
阪
人
文
会
第
二
次
例
会
に
お
け
る
西
村
天
囚
の
講
演
冒
頭
に
、

「
私
は
昨
年
の
会
に
大
阪
の
儒
学
を
研
究
す
る
様
に
と
云
ふ
分
担
を

承
知
致
し
ま
し
た
」
と
の
発
言
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
お
そ
ら
く
明

治
四
十
二
年
九
月
四
日
の
会
合
に
お
い
て
、
大
阪
文
化
の
研
究
に
会

員
が
分
担
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

但
し
、
そ
れ
が
会
則
に
よ
る
規
定
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

(
7
)

「
懐
徳
堂
記
念
会
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
第
五
次
例
会
の
会
場
は
大
阪

府
立
図
書
館
で
は
な
く
「
網
島
鮒
宇
楼
」
で
あ
っ
た
。
多
治
比
氏
の
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調
査
で
開
催
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
「
懐
徳
堂
記
念
会
記
録
」
に
は
、
第
五
次
例
会
は
七
月
二
十
九

日
に
開
催
と
記
さ
れ
て
い
る
。
注
4
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
懐
徳
堂
記

念
会
記
録
」
に
記
さ
れ
て
い
る
日
付
に
は
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
と

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
経
過
報
告
」
に
あ
る
七
月
三
十
日
が
正
し
い

と
思
わ
れ
る
。

(
8
)
『
懐
徳
堂
文
庫
図
書
目
録
』
（
大
阪
大
学
文
学
部
、
一
九
七
六
年
三

月
）
参
照
。

(
9
)
注
四
前
掲
の
「
懐
徳
堂
文
庫
等
所
蔵
新
収
資
料
・
器
物
等
目
録
」

に
お
い
て
、
「
(
1
3
)重
建
懐
徳
堂
関
係
資
料
（
庶
務
•
財
務
関
係
）
」

に
分
類
さ
れ
て
い
る
2
0
2
,
0
0
1
,
0
0
4

「
懐
徳
堂
記
念
会
役
員
規
則
（
明

治
43
年
10
月
18
日
西
村
天
囚
起
草
、

3
綴
）
」
の
中
に
、
「
処
務
規
則

井
会
計
規
則
」
が
あ
る
。
こ
の
資
料
は
六
葉
か
ら
な
る
が
、
第
一
薬

は
記
念
会
委
員
長
西
村
天
囚
が
会
頭
の
住
友
吉
左
衛
門
に
「
役
員
虚

務
規
則
」
と
「
會
計
規
則
」
と
の
裁
可
を
求
め
る
稟
議
書
（
明
治
四

十
三
年
十
月
十
八
日
付
）
、
第
二

1
四
葉
は
「
役
員
虚
務
規
則
」
の
案
、

そ
し
て
第
五

S
六
葉
は
「
會
計
規
則
」
の
案
で
あ
る
。
記
念
会
の
「
會

計
規
則
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
第
五
＼
六
葉
の
「
會
計
規
則
」
に
基

づ
く
。

(10)

「
懐
徳
堂
記
念
会
記
録
」
に
お
い
て
、
明
治
四
十
三
年
十
月
十
五
日

に
「
今
井
総
務
住
友
會
頭
ヲ
訪
問
シ
役
員
服
務
細
則
、
会
計
規
則
案

井
二
豫
選
係
員
連
名
癒
ヲ
呈
シ
裁
決
ヲ
求
ム
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
。

(11)
記
念
会
の
役
員
に
つ
い
て
は
、
『
懐
徳
堂
記
念
会
会
務
報
告
』
参
照
。

記
念
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
懐
徳
堂
文
庫
等
所
蔵
新
収
資

料
・
器
物
等
目
録
」
中
に
2
0
2
,
0
0
1
,
0
0
5

「
懐
徳
堂
記
念
会
役
員
名
薄

(
l
綴
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
別
の
名
簿
が
あ
る
が
、
両
名
簿
の
間
に

は
一
部
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
記
念
会
の
活
動
期
間
中
、
委
員

の
一
部
に
異
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
な
お
、
「
懐
徳
堂
記
念

会
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
記
念
会
は
そ
の
発
足
直
後
、
会
員
の
募
集
に

大
阪
市
内
の
東
西
南
北
四
区
の
区
長
か
ら
協
力
を
得
る
こ
と
と
し
、

「
小
学
校
費
負
担
謳
会
謡
長
、
學
務
委
員
、
小
學
校
長
ヲ
挙
ゲ
テ
本

会
委
員
ト
シ
会
員
募
集
ノ
努
ヲ
ト
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
し
た
。
す
な

わ
ち
、
記
念
会
の
運
営
に
当
た
る
委
員
と
は
別
に
、
会
員
募
集
の
み

に
当
た
る
委
員
が
存
在
し
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

(12)
注
6
前
掲
の
『
大
阪
人
文
会
講
演
五
井
蘭
洲
西
村
天
囚
述
』

に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
四
年
が
五
井
蘭
洲
の
百
五
十
年
祭
に
相
当
す

る
こ
と
か
ら
、
「
何
う
か
本
会
が
主
と
な
っ
て
懐
徳
祭
を
致
し
た
い
、

夫
に
梵
i

奄
、
石
庵
、
竹
山
、
履
軒
の
諸
先
生
も
祭
り
た
い
、
夫
れ
ま

で
に
不
肖
な
が
ら
私
は
少
し
事
績
も
取
調
べ
て
、
新
聞
な
ど
に
も
書

い
て
見
た
い
も
の
と
考
へ
て
居
り
ま
す
」
と
天
囚
は
述
べ
て
い
る
。
「
懐

徳
堂
記
念
会
記
録
」
に
は
、
天
囚
の
講
演
の
後
、
木
崎
愛
吉
が
「
須

ラ
ク
本
會
首
唱
者
ト
ナ
リ
為
二
記
念
祭
ヲ
執
行
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
」

と
建
謡
し
た
と
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
天
囚
自
身
が
講
演
の
中
で
、
記
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念
祭
挙
行
を
強
く
働
き
か
け
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(13)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
木
菟
麻
呂
の
日
記
『
秋
霧
記
』
の
記
述
か
ら
確
認
で

き
る
。

(14)
記
念
会
の
組
織
は
、
発
足
当
初
は
、
会
頭
・
副
会
頭
・
委
員
長
の

下
に
、
総
務
・
祭
典
・
講
演
・
展
覧
・
編
纂
・
記
録
・
会
計
・
募
集

の
八
つ
の
係
が
置
か
れ
、
各
係
に
主
任
一
名
委
員
若
干
名
が
配
置
さ

れ
る
体
制
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
四
十
三
年
十
一
月
、
躾
集
係

主
任
の
馬
渡
俊
雄
の
山
口
転
出
と
記
録
係
主
任
後
藤
玉
城
の
市
助
役

辞
任
に
伴
い
、
会
頭
•
副
会
頭
の
下
に
監
事
二
名
を
置
き
、
ま
た
記

録
係
と
募
集
係
を
廃
止
し
て
総
務
係
に
併
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(15)

こ
の
点
に
関
し
て
、
懐
徳
堂
学
主
を
代
々
勤
め
た
中
井
家
の
子
孫
・

木
菟
麻
呂
を
、
人
文
会
が
記
念
会
の
発
起
人
に
し
な
か
っ
た
こ
と
は

注
目
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
記
念
会
は
、
単
に
懐
徳
堂
の
顕
彰
を
目
指

し
た
の
で
は
な
く
、
『
懐
徳
堂
記
念
会
会
務
報
告
』
に
よ
れ
ば
、
「
儒

教
の
倫
理
綱
常
を
講
明
し
て
以
て
世
道
人
心
の
汚
下
を
挽
救
せ
ん
と

欲
す
」
る
団
体
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
正
教
徒
で
あ
っ
た
木
菟
麻
呂
が

発
起
人
と
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
―
つ
は
、
そ
の
信
仰
が
問
題
と
さ

れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
木
菟

麻
呂
の
大
阪
に
お
け
る
知
名
度
が
低
く
、
資
金
カ
・
動
員
力
が
な
い

こ
と
も
大
き
く
関
係
し
た
と
見
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
『
懐
徳
堂
記
念

会
会
務
報
告
』
に
よ
れ
ば
、
木
菟
麻
呂
は
、
記
念
祭
に
お
い
て
記
念

会
会
頭
の
住
友
吉
左
衛
門
に
次
い
で
遺
族
総
代
と
し
て
祭
文
を
朗
読

し
て
い
る
が
、
記
念
会
の
会
員
で
は
な
か
っ
た
。
木
菟
麻
呂
は
記
念

会
に
二
十
円
を
寄
贈
し
、
記
念
会
は
そ
れ
を
「
特
志
寄
贈
金
」
と
し

て
処
理
し
て
い
る
。
木
菟
麻
呂
を
ど
の
よ
う
に
遇
す
る
か
と
い
う
点

は
、
明
治
四
十
三
年
の
段
階
に
お
い
て
も
、
記
念
会
に
と
っ
て
大
き

な
問
題
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(16)

「
懐
徳
堂
記
念
会
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
記
念
会
発
起
人
会
の
翌
日
、

西
村
時
彦
他
十
三
名
が
会
合
し
、
「
會
務
ノ
分
担
」
な
ど
を
協
謡
し
、

各
係
と
そ
の
主
任
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
会
合
が
発
起
人
会
の
翌

日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
恐
ら
く
記
念
会
の
係
の
分

担
や
そ
の
主
任
の
人
選
な
ど
に
関
し
て
も
、
予
め
人
文
会
が
案
を
作

成
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(17)

人
文
会
の
活
動
休
止
に
は
、
人
文
会
に
よ
っ
て
記
念
会
が
支
配
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
た
批
判
を
防
ぐ
意
味
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
懐

徳
堂
記
念
会
会
務
報
告
』
や
「
懐
徳
堂
復
興
小
史
（
懐
徳
堂
記
念
会

記
事
紗
録
）
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
人
文
会
の
謡
」
（
お
そ
ら
く
明

治
四
十
三
年
七
月
の
第
五
次
例
会
で
の
議
決
）
に
は
、
「
公
祭
は
大
阪

人
文
會
の
私
す
べ
き
に
非
ず
」
と
の
語
が
あ
る
が
、
人
文
会
に
は
記

念
会
の
事
業
を
「
私
」
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
活
動

休
止
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

(33) 


